
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務 

の基準料金指数の設定についての意見及びそれに対する考え方 

１ 基準料金指数の設定について 

意見１ 引き続き生産性向上見込率（Ｘ値）を消費者物価指数変動率（ＣＰＩ）と連動させ、設定することは適当。  考え方１ 

いまだＰＳＴＮ網の将来的な展望がＮＴＴ東西殿より示されない現在の状況においては、加入電話の利用者料金

の値上げを抑制させ利用者利益の保護を図ることを目的とし、引き続き生産性向上見込み率（Ｘ値）を消費者物価

指数変動率と連動させ設定することは適当であると考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

― 

意見２ Ｘ値はＣＰＩ連動とし、現状の基準料金指数を維持することはやむを得ない。なお、その場合であっても、ＮＴＴ

東西においては費用削減を継続することにより更なる経営効率化を進めるべき。 

 考え方２ 

（１） 基準料金指数の設定について 

プライスキャップ（上限価格方式）は、代替サービスのない市場において、支配的事業者の地位を濫用した料金

の値上げを抑制し、利用者利益を保護するための規制として、一定の役割を果たしてきたと考えます。 

「プライスキャップの運用に関する考え方について」（2009 年 4 月 1 日公表）において示されているとおり、Ｘ値の

算定について、「市場が動態的に変化することが想定される中、X 値を一意に定めるのが困難」であることを踏まえ

れば、X 値はＣPI 連動とし、現状の基準料金指数を維持する、とする今回の内容はやむを得ないものと考えます。

なお、今回の基準料金指数の設定において、X値をCPI連動として整理した場合であっても、特定電気通信役務

の提供にあたり、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下、「NTT 東西」という）殿は、費用

削減への継続的な取り組みを通じて、更なる経営効率化を進めるべきと考えます。 

 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

国民生活や経済活動に必要不可欠な電気通信

サービスの低廉性を今後も確保するため、ＮＴＴ東

西においては、事業経営の効率化を行うことが期

待されており、特定電気通信役務の収入が大幅に

減少すると見込まれていることにかんがみ、当該

収入減に見合った費用の削減を進めることが求め

られる。 

 

意見３ ＮＴＴ東西に更なる経営効率化を促すことを前提に、次期の基準料金指数について前期の上限を維持する

ことが適当。 

 考え方３ 

プライスキャップ制度によって、ＮＴＴ東・西が提供する加入電話等に係るお客様料金の抑制が図られることは望

ましいことであり、ＮＴＴ東・西に更なる経営効率化を促すことを前提に、次期の基準料金指数について前期の上限

を維持することは適当であると考えます。 

 

（KDDI） 

考え方２に同じ。 

 

 

 

 

別添２ 



２ 特定電気通信役務の範囲について 

意見４ ＦＴＴＨアクセスサービス及びひかり電話サービスについて、直ちに特定電気通信役務に追加すべき。なお、

特定電気通信役務の対象外とした専用役務の料金について引き続き注視していくことが必要。 

 考え方４ 

（３） 特定電気通信役務の範囲について 

NTT 東西殿の提供する FTTH アクセスサービス及びひかり電話サービスについては、「「電気通信サービスに係

る料金政策の在り方に関する研究会」報告書」（平成 20 年 10 月 24 日公表）において、「今後、単に契約数だけで

なく、利用者層が広いこと又は契約数の急激な増加トレンドがうかがえる場合には、特定電気通信役務として整理

することが適当」と特定電気通信役務への追加の可能性について言及されています。 

NTT 東西殿の提供する FTTH アクセスサービス及びひかり電話サービスについては、ＮＴＴ東西殿の合計シェア

が共に 70％超※といった高い水準になっているほか、ＮＴＴ東西殿以外の事業者による実質的な代替サービスが

十分に提供されていないとともに、加入電話からの移行が不可逆的に行われていること等から、直ちにこれらサー

ビスを特定電気通信役務に追加すべきと考えます。 

なお、平成２１年４月１日よりＮＴＴ東西殿の専用役務を特定電気通信役務の対象外とする制度改正がなされま

したが、専用役務の料金については、スタックテストの対象とする等により引き続き注視していくことが必要と考え

ます。 

 

※電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データ（平成２０年度第３四半期（１２月末））（平成２１年３月２５

日公表） 

 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

ＦＴＴＨアクセスサービス及びひかり電話は、とも

に加入電話と比較して契約数に開きがあるもの

の、利用者の範囲にかんがみ、総務省において、

今後単に契約数だけでなく、利用者層が広いこと

又は契約数の急激な増加トレンドがうかがえること

等をふまえ、特定電気通信役務として整理すること

について検討することが適当と考えられる。 

また、ＮＴＴ東西の提供する専用役務について

は、指定電気通信役務に該当するため、「料金そ

の他の提供条件が他の電気通信事業者との間に

不当な競争を引き起こすものであり、その他社会

的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、

利用者の利益を阻害するもの」と認められる場合

には、保障契約約款の変更を求めるとの、事後的

に料金等の適正性を担保する手段が留保されて

いるところであり、加えて、指定電気通信役務損益

明細表において、引き続き収支の開示を義務付け

ることとしている。 

意見５ 特定電気通信役務の指定の在り方について見直し、携帯電話を特定電気通信役務の対象とすることにつ

いて検討すべき。 

 考え方５ 

２）契約者が 1 億件を突破し加入電話と同様にすでに国民生活に欠かせないインフラサービスとなっている携帯電

話については、第一種指定電気通信設備に該当していないため「利用者の利益に及ぼす影響が大きい」と定義

されている特定電気通信役務の対象としての検討が未だ行われていません。総務省電気通信事業部会接続政

策委員会の「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」の検討では携帯電話市場の

重要性の高まりに対応した第二種指定電気通信設備制度の在り方の検証がすでに開始されているところです。

特定電気通信役務の枠組みにおいてもこれと同様に、役務指定の在り方の見直しの検討時期を迎えていると考

えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

携帯通話については、現時点において、競争が

進展し、利用者料金の低廉化が進んでおり、市場

メカニズムを通じた適正な料金水準の形成が困難

であるとは考えられない。 

したがって、利用者料金に係るルールによらず、

市場メカニズムを通じて料金の低廉化を図ることと

されているが、今後、指定電気通信設備制度の包

括的な見直しが行われた場合には、総務省におい

て、競争の進展度合い、料金水準を勘案し、改め

て利用者料金に係るルールの必要性を検討するこ

とが適当である。 

 



３ その他 

意見６ Ｘ値をＣＰＩ連動とするプライスキャップが引き続き適用されることにより、接続料が小売料金を上回る事態と

ならないよう、接続料算定方法を見直す等の措置が必要。 

 考え方６ 

（２） PSTN に係る接続料について 

今回のように、X 値を CPI と連動させた場合、小売料金に対して実質的にプライスキャップ規制が適用されること

になります。一方で、PSTN に係る接続料については、PSTN から IP 網への移行等により値上げが示唆されている

とおり、プライスキャップ規制が適用された小売料金との逆転現象を起こす可能性も懸念されるところですが、こう

した状況は到底受け入れられるものではありません。 

従って、PSTN に係る接続料については更なる低廉化がなされるよう、早急に接続料算定方法を見直す等の措

置が必要と考えます。 

 

（ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

接続料が上昇し小売料金を上回り、小売料金に

対する上昇圧力がかかる局面があることも想定さ

れるが、一定程度の通話料部分の接続料の上昇

は、現在の基準料金指数と実際料金指数の乖離

によってカバーできる範囲にあると考えられる。 

なお、指定電気通信役務の小売料金が、「他の

電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こす

ものであり、その他社会的経済的事情に照らして

著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害す

るものであるとき」には、約款の変更命令又は業務

改善命令（相対取引の場合）の対象となり得る。 

また、ＰＳＴＮに係る接続料については、ＰＳＴＮ

からＩＰ網への移行が進展する中で、今後もトラフィ

ックの減少傾向が続くことが想定されることから、

総務省においては、今後の接続料水準を注視しつ

つ、ユニバーサルサービス制度の在り方との関係

にも配意しながら、必要に応じ接続料算定の在り

方について検討を行うことが適当である。 

しかしながら、その一方で、ＰＳＴＮに係るドライカッパの接続料は上昇傾向にあり、このままでは加入電話の基

本料金とドライカッパ接続料との逆転現象が想定されます。このことは、ドライカッパ電話を提供する競争事業者の

競争環境を損ねると共に、そのドライカッパ電話の利用者への影響、並びにドライカッパと接続しているＤＳＬ事業

者への影響も含めて看過することは出来ないと考えます。そのような事態が発生しないよう、ＰＳＴＮに関する接続

料についてもその上昇を抑制する方策の検討が早急に必要であると考えます。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

意見７ ＮＴＴ東西は早期にレガシー系サービスの扱い及びＮＧＮ・光サービスへの移行に関する計画等を明らかに

し、ＮＧＮの在り方、接続料算定の方法等について総合的な見直しを早急に行うべき。 

 考え方７ 

ただし、プライスキャップ制度は、独占的なサービスにおける利用者利益を保護することを目的として適用されて

いるものであり、その対象サービスである加入電話を、今後どのように維持、もしくはＩＰ電話等に移行させていくの

かということは、国民の利便を担保するために最も重要な課題です。 

そのため、ＮＴＴ東・西は早期にレガシー系サービス（音声通話やドライカッパ）の扱い及びＮＧＮ・光サービスへ

の移行に関する計画等の情報を明らかにすることが適当です。その上で、公の議論として、レガシー系サービスと

ＮＧＮ・光サービスのコスト動向を見据え、ＮＧＮの在り方や接続料算定の方法を含む接続ルールについて総合的

な見直しを早急に行い、ネットワークの効率性、ひいては国民的利益を担保する必要があると考えます。 

 

（KDDI） 

ご指摘の見直しを行う場合には、PSTN から IP

網への移行の進展状況を踏まえることも必要とな

るが、そのためには、PSTN からの具体的移行展

望等が明らかとなることが必要であるため、NTT 東

西にあっては、平成２２年度に公表予定の概括的

展望において、必要な情報の積極的な開示を行う

ことが期待される。 

また、ご指摘の例の NGN は、利用者数・サービ

ス内容ともに発展期にあるネットワークであるた

め、今後のネットワークの急速な発展に応じて、接

続料算定の在り方等を適時適切に見直すことが必

要である。 



 

意見８ 基準料金指数算定の適正化に資する、ＩＰ網への移行に伴う施設保全費に係る配賦基準の検証・見直し

等、「プライスキャップの運用に関する研究会」報告書で指摘された今後の検討課題について、総務省において

継続して検討すべき。 

 考え方８ 

また、今後の検討課題として以下の２点が必要です。 

１）「プライスキャップの運用に関する研究会報告書（平成 21 年 4 月総務省）」の今後の検討課題においても提起さ

れている下記３つの事項の検証は、ＰＳＴＮ網からＩＰ網への移行やＮＴＴ東西殿の組織変更等の環境変化に対

応した基準料金指数算定の適正化について検討するために極めて重要な要素ですので、総務省殿におかれま

しては継続してご検討頂けるようお願いします。 

 

※参照：本意見募集総務省参考資料 2「プライスキャップの運用に関する研究会報告書 概要」 

P.10「プライスキャップの運用に関する今後の検討課題」より 

① 施設保全費に係る配賦基準の検証・見直し 

施設保全費のうち直接把握に至っていない費用項目について速やかに把握し、音声伝送役務（バスケット）

に係る費用の適正化を実現。 

② ＮＴＴ東西の経営効率分析のための費用等データの整備 

ＤＥＡ等の経営効率分析における推計の精緻化のため、各支店毎の各役務に対応する費用、労働力等の

データの正確な捕捉について、取組可能な部位から順次検討を開始。 

③ 子会社等との取引の透明化の更なる実現 

子会社等への業務委託費と当該子会社等における当該業務の実施に要した費用・営業資産の比較・検証

について、直接把握により積み上げて算定することを基本とし精緻化することにより、非効率が存在していな

いか更に検証。 

 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

総務省においては、適切な基準料金指数の設

定のためにも、引き続きＩＰ化の進展等の環境変化

に対応した配賦基準の見直しを行い、また、ＮＴＴ

東西による子会社等との取引の透明化を推進し、

当該業務委託に非効率が存在しないかの検証を

行う等が必要である。 

 


